
○事業を実施する前に交付申請書を提出ください。 
申請前に支払ったものは補助対象となりません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
＜補助事業終了後＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

交付申請書 添付書類 チェックリスト 

同意書兼誓約書（様式第２号） □ 

事業計画書（本庄商工会議所又は児玉商工会で審査されたもの） □ 

補助対象経費の算出根拠となる書類の写し（見積書等） □ 

＜個人事業主で既に創業している人＞ 

個人事業の開業・廃業等届出書の写し 

＜法人で既に創業している人＞ 

登記事項証明書の写し 

□ 

＜営業の許認可を必要とする業種で既に許可を取得している場合＞ 
営業許可証の写し 

□ 

実績報告書 添付書類 チェックリスト 

補助対象経費の支払を確認できる書類の写し（領収書等） □ 

＜交付申請時に創業していない場合＞ 
個人事業主：個人事業の開業・廃業等届出書の写し 

法人：登記事項証明書の写し 

□ 

＜営業の許認可を必要とする業種で交付申請時に取得していない場合＞ 
営業許可証の写し 

□ 

補助金等交付請求書 ※日付を記入しないでください。 □ 

補助金の交付先について □ 

本庄市スタートアップ支援補助金添付書類 


